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平成26年10月16日（木曜日） 

 

○出席議員（14名） 

    議 長  夷  藤     満 君     ９ 番  能  村  憲  治 君 

    １ 番  太  田  臣  宣 君     10 番  清  水  文  雄 君 

    ２ 番  中  島  利  美 君     11 番  水  口  裕  子 君 

    ４ 番  生  田  勇  人 君     12 番  渡  辺     旺 君 

    ６ 番  藤  井  良  信 君     13 番  八  田  外 茂 男 君 

    ７ 番  恩  道  正  博 君     14 番  中  川     達 君 

    ８ 番  北  川  悦  子 君     15 番  南     守  雄 君 

 

○欠席議員（１名） 

    ３ 番  酒  本  昌  博 君 

 

○説明のため出席した者

町 長 川 口 克 則 君 

副 町 長 上 出 孝 之 君 

教 育 長 久 下 恭 功 君 

総 務 部 長 北   雅 夫 君 

総 務 部 担 当 部 長 中 西 昭 夫 君 

総 務 部 担 当 部 長 山 田 吉 弘 君 

町 民 福 祉 部 長 大 徳   茂 君 

都市整備部担当部長 長 丸 信 也 君 

教育委員会教育次長 
兼 学 校 教 育 課 長 

北 川 真由美 君 

消 防 長 永 田 三 好 君 

総 務 部 総 務 課 長 棚 田   進 君 

総 務 部 総 務 課 
人事秘書担当課長 

田 中   徹 君 

総 務 部 財 政 課 長 長谷川   徹 君 

総務部税務担当課長 
総 合 収 納 室 長 

岩 上 涼 一 君 

町 民 福 祉 部 
町 民 生 活 課 長 

松 岡 裕 司 君 

町 民 福 祉 部 
保 険 年 金 課 長 

下 村 利 郎 君 

町民福祉部保険年金課保健センター 
担当課長兼保健センター所長 重 原   正 君 

町 民 福 祉 部 
福 祉 課 長 

島 田 睦 郎 君 

町 民 福 祉 部 
環 境 安 全 課 長 

岩 本 昌 明 君 

都 市 整 備 部 
地 域 振 興 課 長 

中 宮 憲 司 君 

都市整備部地域振興課 
観光・商工・労働担当課長 

本   郁 夫 君 

都 市 整 備 部 
都 市 建 設 課 長 

田 中 義 勝 君 

都市整備部都市建設課北部開発 
担当課長兼北部開発推進室長 

喜 多 哲 司 君 

都市整備部上下水道課長 長 田   学 君 

都市整備部上下水道課 
下 水 道 担 当 課 長 

井 上 慎 一 君 

会計管理者兼会計課長 瀬 戸 博 行 君 
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教育委員会学校教育課 
指導管理担当課長 

岡 田   秀 君 

教育委員会生涯学習課長兼 
男女共同参画室長兼図書館長 

上 出   功 君 

消防本部次長兼消防署長 生 田 秀 治 君 

 

○職務のため出席した事務局職員

事 務 局 長 向   貴代治 君 事 務 局 書 記 若 林 優 治 君 

 

○議事日程（第１号） 

  平成26年10月16日  午前11時00分開議 

 日程第１ 

  会議録署名議員の指名について 

 日程第２ 

  審議期間の決定について 

 日程第３ 

  諸般の報告について 

 日程第４ 

  許可第２号 議員辞職の件について 

 日程第５ 

  議案第56号 平成26年度内灘町一般会計補正予算（第４号） 

  議案第57号 請負契約の締結について〔旭ケ丘公民館改築工事〕 

  提案理由の説明 

 日程第６ 

  議案第56号 平成26年度内灘町一般会計補正予算（第４号） 

  議案第57号 請負契約の締結について〔旭ケ丘公民館改築工事〕 

 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○開会・開議 

           午前11時20分開会 

○議長【夷藤満君】 これより平成26年第２

回内灘町議会定例会を再開いたします。 

 ただいまの出席議員は14名であります。よ

って、会議の定足数に達しておりますので、

直ちに10月会議を開きます。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○会議録署名議員の指名 

○議長【夷藤満君】 日程第１、会議録署名

議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第120条の規定

により、議長において、10番清水文雄議員、

11番水口裕子議員を指名いたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○審議期間の決定 

○議長【夷藤満君】 日程第２、審議期間の

決定についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。今10月会議の審議期間

は、本日１日間といたしたいと思います。こ

れにご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長【夷藤満君】 ご異議なしと認めます。

よって、今10月会議の審議期間は、本日１日

間と決定いたしました。 
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 なお、審議予定につきましては、お手元に

配付いたしました議事日程（第１号）のとお

りでありますので、ご了承願います。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○諸般の報告 

○議長【夷藤満君】 日程第３、諸般の報告

を行います。 

 まず、酒本昌博議員から、一身上の都合に

より本日の会議を欠席する旨の届け出が提出

されておりますので、その写しをお手元に配

布しておきましたからご了承願います。 

 次に、長丸一平都市整備部長から、入院加

療中のため本日の会議を欠席する旨の届け出

が提出されておりますので、その写しをお手

元に配布しておきましたからご了承願います。 

 次に、今10月会議に説明のため説明員とし

て出席するよう地方自治法第121条の規定に

より要求いたしましたところ、説明のため出

席をしている者の職、氏名は、別紙説明員一

覧表としてお手元に配付しておきましたから

ご了承願います。 

 次に、監査委員から平成26年８月分の例月

出納検査結果の報告がありましたので、写し

をお手元に配付しておきましたからご了承願

います。 

 次に、さきの９月会議において可決した軽

度外傷性脳損傷に係る周知及び適切な労災認

定に向けた取り組みの推進を求める意見書に

つきましては、内閣総理大臣及び関係大臣並

びに関係方面に提出しておきましたからご了

承願います。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○議案の上程 

○議長【夷藤満君】 日程第４、許可第２号

酒本昌博議員の議員辞職の件についてを議題

といたします。 

 まず、辞職願を事務局長に朗読させます。 

○事務局長【向貴代治君】  

辞職願 

                  私儀 

 今般、一身上の都合により内灘町議会議員

を辞職いたしたいので、許可されるよう願い

出ます。 

 平成26年10月10日 

      内灘町議会議員 酒本昌博 

 内灘町議会議長 夷藤満様 

 

○議長【夷藤満君】 辞職願の朗読が終わり

ました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○表   決 

○議長【夷藤満君】 お諮りいたします。酒

本昌博議員の議員辞職を許可することにご異

議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長【夷藤満君】 ご異議なしと認めます。

よって、酒本昌博議員の議員辞職を許可する

ことに決定いたしました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○議案の上程 

○議長【夷藤満君】 日程第５、議案第56号

平成26年度内灘町一般会計補正予算（第４号）

及び議案第57号請負契約の締結について〔旭

ケ丘公民館改築工事〕の２議案を一括して議

題といたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○提案理由の説明 

○議長【夷藤満君】 提出議案に関し、これ

より町長から提案理由の説明を求めます。 

 川口克則町長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 本日ここに、平成26

年第２回内灘町議会定例会10月会議が開催さ

れるに当たり、本10月会議に提出しておりま

す議案の提案理由並びにその概要についてご

説明申し上げます。議員各位並びに町民の皆

様のご理解とご協力を賜りたいと存じます。 

 初めに、先月27日、長野県と岐阜県にまた

がる御嶽山が噴火いたしました。当日は週末

と重なり、紅葉を楽しむ多くの登山者が訪れ
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ておりましたが、突然の噴火で逃げる間もな

く、50名を超えるとうとい命が失われており

ます。戦後最悪となった今回の噴火は、改め

て自然の破壊力のすさまじさを実感させられ

るものであります。 

 このたびの御嶽山の噴火に際し、お亡くな

りになられた方々のご冥福を心よりお祈り申

し上げます。 

 日本は多数の活火山を持つ火山大国であり、

石川県におきましても白山がその一つであり

ます。富士山に代表されるように、山は多く

の人が心のよりどころとし、四季折々に色を

変え私たちの心を癒やしてくれます。しかし

ながら、今回の噴火のように突然危害を及ぼ

すこともあります。 

 火山活動などの破壊的な自然災害が起きた

場合には、人間の力ではどうすることもでき

ませんが、これまでの経験や知識によってそ

の被害を軽減することは、人間の英知をもっ

てすれば可能であると考えております。 

 私はこれまで何度も申しておりますが、町

民の生命、財産を守る安全・安心対策を何よ

りも優先すべきと考えております。 

 先般、向粟崎小学校下における町総合防災

訓練を実施し、多数の住民の皆様に参加して

いただいたところであります。今後も引き続

き防災意識の高揚に努め、災害に対する適応

力の強化を図ってまいります。 

 次に、地方創生についてであります。 

 安倍首相は、さきの臨時国会の所信表明演

説において、地方における人口減少対策や経

済の活性化に向け「地方創生」を掲げ、本格

的に取り組んでいくと表明しております。 

 政府は地方創生に向けて、新たに「まち・

ひと・しごと創生本部」を設置し、地元企業

の活性化支援はもちろんのこと、若者が新た

な事業にチャレンジしやすい環境を整備する

など、雇用の創出を図っていくこととしてお

ります。 

 町といたしましても、今後、地方創生関連

を含めた国の予算編成の動向等を注視しなが

ら、人口減少問題及び少子化対策に積極的に

取り組み、若者にとって魅力ある、そして誰

もが住みたい、住んでよかったと実感できる

まちづくりを進めてまいります。 

 それでは、ただいまから提出議案に対する

提案理由の説明を申し上げます。 

 議案第56号 平成26年度内灘町一般会計補

正予算（第４号）につきましては、歳入歳出

それぞれ1,070万円を追加し、歳入歳出総額を

それぞれ92億1,756万7,000円とするものであ

ります。 

 補正内容につきましては、公民館施設改修

に係る工事費を増額補正するものであります。 

 去る９月３日に予定しておりました旭ケ丘

公民館改築工事に係る入札につきましては、

入札参加予定企業の辞退により不調となった

ものであります。その要因について調査いた

しましたところ、建設資材の高騰と建設工事

に係る需給の急激な変動により、設計価格と

実勢価格との乖離が要因でありました。 

 今回、設計内容を精査し工事費の見直しを

図った結果、1,070万円の予算不足が生じたこ

とから増額補正を計上した次第であります。 

 議案第57号 請負契約の締結につきまして

は、旭ケ丘公民館改築工事に係る指名競争入

札の結果、落札者となった企業と工事請負契

約を締結するため、議会の議決を求めるもの

であります。 

 以上、今回提出いたしました議案について

の提案理由並びにその概要であります。何と

ぞ慎重にご審議いただき、適切なるご決議を

賜りますようお願いを申し上げまして、私の

説明を終わります。 

 ご清聴ありがとうございました。 

○議長【夷藤満君】 提案理由の説明は終わ

りました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○質   疑 

○議長【夷藤満君】 これより提出議案に対
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する質疑に入ります。 

 質疑ありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長【夷藤満君】 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終了いたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○議案の委員会付託 

○議長【夷藤満君】 お諮りいたします。た

だいま議題となっております２議案につきま

しては、お手元に配付してあります議案付託

表のとおり、所管の各常任委員会に付託いた

したいと思います。これにご異議ありません

か。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長【夷藤満君】 ご異議なしと認めます。

よって、２議案は、議案付託表のとおり、所

管の各常任委員会に付託することに決定いた

しました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○休   憩 

○議長【夷藤満君】 この際、議案審議のた

め暫時休憩いたします。 

           午前11時32分休憩 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

           午後４時40分再開 

    ○再   開 

○議長【夷藤満君】 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 議事を続行いたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○会議時間の延長 

○議長【夷藤満君】 本日の会議時間は、議

事の都合によりあらかじめ延長いたします。

これにご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長【夷藤満君】 ご異議なしと認めます。

よって、本日の会議時間を延長することに決

定いたしました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○議案の上程 

○議長【夷藤満君】 日程第６、先ほど各常

任委員会に付託いたしました議案第56号平成

26年度内灘町一般会計補正予算（第４号）及

び議案第57号請負契約の締結について〔旭ケ

丘公民館改築工事〕の２議案を一括して議題

といたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○常任委員長報告 

○議長【夷藤満君】 これより各常任委員会

における議案審査の経過並びに結果の報告を

求めます。 

 まず、八田外茂男総務産業建設常任委員長。 

〔総務産業建設常任委員長 八田外茂男君 登壇〕 

○総務産業建設常任委員長【八田外茂男君】

 平成26年第２回定例会10月会議において、

総務産業建設常任委員会に付託されました議

案の審査の経過と結果についてご報告申し上

げます。 

 付託されました議案につきましては、副町

長及び関係部課長等から詳細な説明を求め、

慎重に審議した結果、議案第56号平成26年度

内灘町一般会計補正予算（第４号）第１条歳

入歳出予算の補正中、歳入17款繰入金２項基

金繰入金、19款諸収入３項雑入の各款項につ

いては、いずれも妥当と認め、原案を可とす

ることに決しました。 

 以上をもちまして、本委員会に付託されま

した議案の審査の経過並びに結果についての

報告を終わります。 

 平成26年10月16日 

 総務産業建設常任委員会委員長 八田外茂男 

○議長【夷藤満君】 次に、太田臣宣文教福

祉常任委員長。 

 〔文教福祉常任委員長 太田臣宣君 登壇〕 

○文教福祉常任委員長【太田臣宣君】 平成

26年第２回定例会10月会議において、文教福

祉常任委員会に付託されました議案の審査の

経過と結果についてご報告申し上げます。 

 付託されました議案につきましては、教育

長及び関係部課長等から詳細な説明を求め、
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慎重に審議した結果、議案第56号平成26年度

内灘町一般会計補正予算（第４号）第１条歳

入歳出予算の補正中、歳出10款教育費４項社

会教育費については、妥当と認め、原案を可

とすることに決しました。 

 議案第57号請負契約の締結について〔旭ケ

丘公民館改築工事〕は、妥当と認め、原案を

可とすることに決しました。 

 以上をもちまして、本委員会に付託されま

した議案の審査の経過並びに結果についての

報告を終わります。 

 平成26年10月16日 

 文教福祉常任委員会委員長 太田臣宣 

○議長【夷藤満君】 各常任委員長の報告が

終わりました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○質   疑 

○議長【夷藤満君】 これより各常任委員長

の報告に対する質疑を許します。 

 質疑ありませんか。──質疑なしと認めま

す。 

 これをもって質疑を終了いたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○討   論 

○議長【夷藤満君】 次に、討論に入ります。 

 討論ありませんか。──討論なしと認めま

す。 

 これをもって討論を終了いたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○表   決 

○議長【夷藤満君】 これより議案の採決に

入ります。 

 議案第56号平成26年度内灘町一般会計補正

予算（第４号）及び議案第57号請負契約の締

結について〔旭ケ丘公民館改築工事〕の２議

案を一括して採決いたします。 

 各議案に対する委員長の報告は、いずれも

原案可決であります。 

 お諮りいたします。委員長の報告のとおり

決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○議長【夷藤満君】 起立全員であります。

よって、議案第56号及び議案第57号は、いず

れも原案のとおり可決されました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○閉議・散会 

○議長【夷藤満君】 以上で今10月会議に付

議された議件は議了いたしました。 

 よって、平成26年第２回内灘町議会定例会

10月会議を散会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

           午後４時45分散会 
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  地方自治法第123条第２項の規定により、

ここに署名する。 

 議会議長 

 

 署名議員 

 

 署名議員 

 


